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（
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
）

２
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
青
少
年
問
題
協
議

会

鳥
取
県
青
少
年
問
題
協
議
会
設
置
条
例

（
昭
和
28
年
鳥
取
県
条
例
第
46
号
）
第

２
条
に
規
定
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
青
少
年
問
題
協
議

会

鳥
取
県
青
少
年
問
題
協
議
会
設
置
条
例

（
昭
和
28
年
鳥
取
県
条
例
第
46
号
）
第

１
条
に
規
定
す
る
事
項

　
略

議
案
第
８
号

　
　
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67

号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
25
年
９
月
11
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
（
平
成
24
年
鳥
取
県
条
例
第
81
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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（
障
害
児
通
所
支
援
事
業
の
従
業
者
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
）

第
６
条
　
略

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
通
所
支
援
の
事
業
の
従
業
者
、
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
並
び
に
指
定
通
所
支
援
以
外
の
障
害
児
通
所
支
援

を
行
う
事
業
所
（
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
事
業
所
を
含
む
。
）
に
係
る
法

第
21
条
の
５
の
４
第
１
項
第
２
号
の
条
例
で
定
め
る
基
準
は
、
事
業
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
配

慮
し
て
規
則
で
定
め
る
。

　
(１
)　
障
害
者
総
合
支
援
法
第
５
条
第
７
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護

（
障
害
児
通
所
支
援
事
業
の
従
業
者
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
）

第
６
条
　
略

２
　
前
項
に
規
定
す
る
基
準
の
う
ち
法
第
21
条
の
５
の
４
第
１
項
第
２
号
の
条

例
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
１
の
１
の
表
従
業
者
の
配
置
の
項
第
５
号
及

び
３
の
表
従
業
者
の
配
置
の
項
第
５
号
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。
た
だ
し
、

障
害
者
総
合
支
援
法
第
５
条
第
７
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
を
行
う
障
害
者

総
合
支
援
法
第
29
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

及
び
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
７
項
に
規
定
す

る
通
所
介
護
を
行
う
同
法
第
41
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
の
事
業
所
に
係
る
当
該
基
準
は
、
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
配
慮
し
て
規
則
で
定
め

る
。

３
　
前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
通
所
支
援
の
事
業
の
従
業
者
、
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
並
び
に
当
該
基
準
の
う
ち
法
第
21
条
の
５
の
４

第
１
項
第
２
号
の
条
例
で
定
め
る
も
の
は
、
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
配
慮
し
て
規
則
で
定

め
る
。
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（
障
害
児
通
所
支
援
事
業
の
従
業
者
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
）

第
６
条
　
略

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
通
所
支
援
の
事
業
の
従
業
者
、
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
並
び
に
指
定
通
所
支
援
以
外
の
障
害
児
通
所
支
援

を
行
う
事
業
所
（
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
事
業
所
を
含
む
。
）
に
係
る
法

第
21
条
の
５
の
４
第
１
項
第
２
号
の
条
例
で
定
め
る
基
準
は
、
事
業
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
配

慮
し
て
規
則
で
定
め
る
。

　
(１
)　
障
害
者
総
合
支
援
法
第
５
条
第
７
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護

（
障
害
児
通
所
支
援
事
業
の
従
業
者
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
）

第
６
条
　
略

２
　
前
項
に
規
定
す
る
基
準
の
う
ち
法
第
21
条
の
５
の
４
第
１
項
第
２
号
の
条

例
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
１
の
１
の
表
従
業
者
の
配
置
の
項
第
５
号
及

び
３
の
表
従
業
者
の
配
置
の
項
第
５
号
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。
た
だ
し
、

障
害
者
総
合
支
援
法
第
５
条
第
７
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
を
行
う
障
害
者

総
合
支
援
法
第
29
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

及
び
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
７
項
に
規
定
す

る
通
所
介
護
を
行
う
同
法
第
41
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
の
事
業
所
に
係
る
当
該
基
準
は
、
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
配
慮
し
て
規
則
で
定
め

る
。

３
　
前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
通
所
支
援
の
事
業
の
従
業
者
、
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
並
び
に
当
該
基
準
の
う
ち
法
第
21
条
の
５
の
４

第
１
項
第
２
号
の
条
例
で
定
め
る
も
の
は
、
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
配
慮
し
て
規
則
で
定

め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
(２
)　
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
12
3号
）
第
８
条
第
７
項
に
規
定

す
る
通
所
介
護
又
は
同
条
第
18
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護


